
公益財団法人鎌倉風致保存会 

平成 30 年度（2018 年度）事業報告書 

〔平成 30 年（2018 年）4 月 1 日から平成 31 年（2019 年）3 月 31 日まで〕 

 

1．事業の概況 

平成 30 年度も鎌倉の自然の風光と豊かな文化財を後世に伝えるため、公益 3 事業

（緑地保全事業・建造物等保全事業・普及啓発事業）を行いました。 

緑地保全事業のみどりのボランティアは雨天中止が多い一年となりましたが、平

成 29 年度に引き続き参加人数が増加しました。しかし平成 31 年 1 月、活動中のボ

ランティア参加者による事故があり、管理・安全面の体制を見直しました。 

建造物等保全事業では、平成 30 年度に予定していた旧坂井邸洋館の修繕工事を国

庫補助金を活用して実施するために平成 31 年度に事業を先送りしました。旧坂井邸

の公益利用については引き続き検討を重ねています。 

普及啓発事業のイベントは、おおむね天候に恵まれ参加者が増加しました。 

今後も社会の変化に対応した保存会活動の周知、ボランティア参加の呼びかけ、

会員募集などを行い、参加者及び会員の増加と事業の充実に取り組みます。 

 

 

（１）緑地保全事業（定款第 4 条第 2 号、第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

 ①所有緑地の保全･管理 

所有緑地 4 か所のうち、御谷山林（1.567ha）と十二所果樹園（5.035ha）では

緑地管理作業を会員や一般ボランティアを募って行っています（みどりのボラン

ティア活動）。平成 30 年度、御谷山林 7 回、十二所果樹園も７回実施しました。

これに加えて十二所果樹園では会員有志により月 2 回の樹林地整備等と果樹の手

入れを行っています。 

笹目緑地（1.179ha）は、人家に隣接した急傾斜地であるため、平成 30 年度も

専門の事業者に委託して隣接敷地に越境している樹木等の伐採を行いました。ま

た、御谷山林でも倒木の恐れのある大径木のスギを業者委託により伐採しました。 

旧坂井邸緑地（3,188.53 ㎡）は古都保存法 4 条区域内にあり、横須賀線車窓か

らも見えるので、緑と一体となった鎌倉の邸宅文化を復活させようと庭園整備を

行っています。平成 30 年度も月 2 回、会員ボランティアによる草刈りや剪定、花

壇の手入れなどを行いました。 

②史跡地及び寺院所有緑地等の保全・管理の支援 

国指定史跡等の北条氏常盤亭跡・東勝寺跡・建長寺回春院・朝夷奈切通・大仏

切通・泣塔・光則寺・浄光明寺・光明寺内藤家墓地で緑地の保全に協力し、会員・

一般ボランティアにより平成 30 年度は 15 回の維持・管理作業を行いました。こ

れに加えて建長寺回春院では会員有志により月 1 回定期的に作業を行っています。 

1 月 19 日、大仏切通でのみどりのボランティア活動中、ボランティアの操作す

る刈払機が別の参加者の足首に接触し、けがを負わせるという事故が発生しまし



た。受傷者は病院に救急搬送後、手術、14 日間の入院後、通院、リハビリ治療等

を経て現在は、普通に歩けるまでに回復されています。事故後、事務局及び参加

していたみどりリーダーで事故当時の状況、直接の原因等を把握、役員等関係者

に報告後、再発防止のため各関係者で話合いを持ち、平成 31 年 3 月開催の会員総

会、理事会、評議員会に報告しました。平成 31 年度も参加者への注意事項伝達方

法や、事故防止マニュアル等の検討を重ね、再発防止に努めてまいります。 

 ③新たなトラスト緑地取得のための調査･研究 

平成 30 年度は、新たなトラスト地の情報はありませんでした。 

 

（２）建造物等保全事業（定款第 4 条第 2 号、第 3 号、第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

 ①大佛次郎茶亭一般公開 

大佛次郎茶亭は作家大佛次郎が晩年社交の場として使用した大正 8 年頃築、茅

葺き屋根の建物で、昭和 58 年に当会が保存建造物に指定し、庭園、茶室等の維持

管理費の一部を助成しています。春と秋に無料で一般公開し、鎌倉らしい古建築

と路地の景観保全の普及啓発をしています。平成 21 年 3 月には鎌倉市の景観重要

建築物に指定されています。 

《大佛次郎茶亭公開入場者》 

 

 ②旧坂井邸建物の保全・活用と公開 

旧坂井邸は坂井武三郎氏とご家族により寄付され、洋館部分約 118 ㎡、和館部

分約 269 ㎡、全体で約 387 ㎡の昭和 2 年築の建物で、国の登録有形文化財建造物

に指定されています。平成 29 年度までに和館の茶室、玄関等の修繕工事を行い、

平成 30 年度は洋館の屋根と外壁の修繕を予定していましたが、重要文化財や登録

有形文化財建造物等を対象とした国庫補助金を活用して実施するため、平成 30

年度は修繕工事を実施せず平成 31 年度に事業を先送りしました。 

また、平成 30 年度も 4 月に植物観察会を行い 21 名の参加者がありました。 

③歴史的建造物の調査・研究 

平成 30 年度は新たな歴史的建造物の情報等はありませんでした。 

 

（３）普及啓発活動事業（定款第 4 条第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

①みどりのボランティア活動（緑地保全活動の推進） 

多くの方に緑地保全の必要性を理解してもらい、保全活動に直接携わることで

鎌倉の緑地を守る気運の醸成を目的に行っています（前記の（１）①、②の活動）。

今年度は合計 29 回実施し、延 732 人の参加を得ました。（雨天中止 9 回） 

平成 30 年度 平成 29 年度 

公開月日 天候 入場者数 公開月日 天候 入場者数 

4 月 7 日(土) 晴 489 名 4 月 8 日(土) 雨 537 名 

10 月 6 日(土) 晴 338 名 10 月 14 日(土) 雨 362 名 



《平成 30 年度みどりのボランティア実施状況》 

場 所 回 数 参加人数 

御谷山林 7 回 199 名 

十二所果樹園 7 回 168 名 

建長寺回春院 2 回 47 名 

史跡東勝寺跡 2 回 85 名 

史跡北条氏常盤亭跡 2 回 26 名 

史跡大仏切通 2 回 48 名 

史跡朝夷奈切通 2 回 31 名 

泣塔 2 回 37 名 

光則寺・浄光明寺・光明寺内藤家墓地 3 回 91 名 

合計 29 回 732 名 

②ボランティア体験学習・環境学習の実施 

ア）中学生ボランティア 

市内公立中学校の 3 年生が卒業前に緑地の手入れ作業等を体験学習するボランテ

ィア活動で平成 10 年から継続しています。毎年度 NPO 法人山崎・谷戸の会、NPO 法

人みどりのレンジャー、北鎌倉湧水ネットワーク等の協力を得て実施しています。 

《平成 30 年度実施状況》 

 

※雨天中止 4 校 

 

イ）体験学習・研修等の受け入れ 

   保存会活動の説明や研修、緑地保全活動の指導要請に対応しました。 

《平成 30 年度実績》 

団体 実施日 人数 内 容 

鎌倉子どもはちみつプ

ロジェクト 
4 月 22 日 40 名 

建長寺で養蜂を体験する子どもと親に保存会

活動と鎌倉の山稜部の現状についての説明  

自主保育 5 団体 6 月 7～15 日 143 名 十二所果樹園で梅もぎ体験 

県立鎌倉高校生徒と先生 
7 月 21～ 

8 月 25 日 
※19 名 

建長寺回春院、内藤家墓地、泣

塔、御谷山林で緑地保全作業 

川崎市社会科教育研究会

（川崎市小学校教員） 
7 月 26 日 44 名 

御谷で御谷騒動及び保存会活

動について説明 

市立第一中学校生徒と先生 8 月 1 日 ※45 名 内藤家墓地で緑地保全作業 

米国ナッシュビル市関係者 8 月 25 日 1 名 
事務所でナッシュビル市長及び関係者視察の

ための事前視察者に保存会活動について説明  

自主保育 8 団体 9 月 5～13 日 170 名 十二所果樹園で栗拾い体験 

実施中学校 参加生徒数 スタッフ･教師数 

3 校 294 名 60 名 



市立大船中学校 1 年生 10 月 25 日 3 人 
事務所で鎌倉市の緑の保全

と保存会活動の説明 

鎌倉女学院中学 1 年生と先生 11 月 8 日 11 名 事務所で保存会の説明 

    ※は①みどりのボランティアへ参加したものの再掲。 

③普及啓発イベント等の実施 

   《平成 30 年度実施状況》 

名 称 実施日 参加者 

講 

座 

等 

 

お話サロン 
5 月 26 日、9 月 29 日、11 月 24 日、12 月 22 日、1 月 26 日、 

2 月 23 日（7 月 28 日の振替）、3 月 30 日（計 7 回） 
94 名  

緑と歴史探訪※ 4 月 21 日・11 月 17 日 94 名 

歴史ウォーク事前講座 6 月 23 日・1 月 12 日 24 名 

歴史ウォーク 7 月 14 日・2 月 2 日 43 名 

藍染体験教室 7 月 29 日 51 名 

クリスマスリース教室 12 月 1 日 30 名 

植物観察会 4 月 28 日 21 名 

イ

ベ

ン

ト

等 

梅即売会 6 月 3 日（236kg 販売）  

家族で栗拾い 9 月 8 日（18.6kg 販売） 49 名 

かまくら里山フェスタ 11 月 23 日 353 名 

ナショナルトラスト・コンサート  12 月 16 日 126 名 

    ※は「（公財）かながわトラストみどり財団」と共催 

 ④広報活動 

保存会活動を広く知ってもらうため、鎌倉駅地下道ギャラリーで 8 月 14 日から

8 月 27 日まで活動紹介の展示と藍染作品展を行いました。 

会員会報｢七くち五さろ｣は 4 回発行し会員に活動の周知を図りました。 

ホームページは原則月 1 回更新し、適宜随時更新しました。また、メルマガを

月 1 回希望者宛に送信し、公式ツイッターも随時発信しました。 

⑤募金活動 

   寄付金及び募金は、行事の参加者やホームページ等で要請しています。募金箱

は市役所ロビー、市関係機関等に設置し広く募金を呼びかけています。 

《平成 30 年度寄付金及び募金状況》 

 

 

 

 

 

寄付金 2,371,287 

募 金 139,915 

会 費 1,033,000 

合計 3,544,202 



（４）会員活動（定款第 4 条第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

当会の会員は会費による支援とともに、会員幹事会を中心にみどりのボランティ

アや普及啓発事業のイベントの企画、実施をしています。高齢化等による会員数の

低減は続いていますが、みどりのボランティアを中心に女性や市外からの新入会員

がありました。 

《会員状況 平成 31 年 3 月 31 日現在》 

会員種類 31 年 3 月 31 日 30 年 3 月 31 日 入 会 退 会 

永年個人会員 32 30 2  0 

永年法人会員 6 6 0 0 

一般会員 267 265 15 13  

家族会員 70 72 4 6  

学生会員 1 4 0  3 

法人会員 6 7 0 1 

合  計 382 384 21 23 

 

（５）世界遺産登録への取り組み（定款第 4 条第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

平成 25 年にイコモスの世界遺産登録の不記載勧告を受け「鎌倉世界遺産登録推進

協議会」は解散しましたが、「鎌倉の世界遺産登録をめざす市民の会」は存続し、当

会が事務局となって引き続き活動しています。世界遺産登録をめざす活動は歴史的

景観を後世に伝えるという当会の目的と合致しており、平成 30 年度も「市民の会」

の推進委員会等の会議や催しを支援しました。 

 

（６）鎌倉市との協働事業（定款第 4 条第 2 号、第 4 号、第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

鎌倉市との協働事業として平成 30 年度もハイキングコース・パトロールを行いま

した。会員ボランティアのメンバーが市指定 3 か所のハイキングコースを月 1 回、

安全確認のパトロールを行い、その結果を市に報告しています。また、各コース年

１～2 回の除草作業と台風･大雪等の後の臨時パトロールも行いました。平成 30 年

度は除草・臨時パトロールを含め合計で 41 回、延 249 名が参加しました。 

  鎌倉市・鎌倉市教育委員会の後援で、例年 11 月 23 日「みどりの環境感謝の日」

に御谷山林で行う「かまくら里山フェスタ」は、好天に恵まれ過去最高の参加者が

ありました。鎌倉市都市景観部みどり課のブースでは、鎌倉市の緑地保全の取り組

みについての解説や展示が行われました。 

また、「鎌倉市歴史的風致維持向上計画協議会」、「日本遺産いざ鎌倉協議会」、「鎌

倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会」への委員の派遣等、鎌倉市との協働

に努めました。 

 

（７）他トラスト団体との協働（定款第 4 条第 5 号、第 6 号及び第 7 号） 

（公社）日本ナショナル・トラスト協会の開催する全国大会に参加し、全国のト



ラスト団体との交流、情報交換などを行いました。 

（公財）かながわトラストみどり財団とは、「古都鎌倉の緑と歴史探訪」を共催し、

協力して歴史的景観保全や緑地保全の普及啓発事業を行いました。 

また、年間を通して市内の自然や歴史的景観の保全を目指す諸団体に協力したり、

支援を行いました。 

 

２．庶務の概要 

（１）役員に関する事項 

平成 31 年 3 月 31 日現在 

役職名 氏 名 就任年月日 現 職 等 
備 考 

(最初の就任年月日) 

理事長 兵藤 芳朗 H29.5.25 元鎌倉市副市長 H24.3.8 

副理事長 服部 計利 H30.5.31 鎌倉市都市景観部長 H30.5.31 

常務理事 川名 達哉 H29.5.25 鎌倉風致保存会事務局長 H27.4.1 

理事 岩田 晴夫 H29.5.25 鎌倉自主探鳥会代表 H11.10.15 

〃 村田 佳代子 H29.5.25 鎌倉市文化協会理事長 H13.5.1 

〃 野尻 政子 H29.5.25 大佛次郎記念文学懇話会名誉会員 H17.11.15 

〃 高柳 英麿 H29.5.25 神奈川県自然保護協会理事 H25.3.27 

監事 猪俣 賢 H27.5.30 元税理士 H16.3.29 

〃 波多辺 弘三 H27.5.30 鎌倉商工会議所専務理事 H19.5.15 

 

（２）評議員に関する事項 

平成 31 年 3 月 31 日現在 

役職名 氏 名 就任年月日 現 職 等 
備 考 

(最初の就任年月日) 

評議員 樋渡 悠浩 H30.5.31 前鎌倉青年会議所理事長 H30.5.31 

〃 牧田 知江子 H27.5.30 鎌倉市観光協会理事 H21.11.3 

〃 相田 良一 H29.5.25 鎌倉市立第二中学校長 H29.5.25 

〃 今田 正廣 H27.5.30 元鎌倉市自治町内会総連合会会長 H25.3.27 

〃 吉田 皓二 H27.5.30 鎌倉風致保存会会員幹事 H13.3.22 



〃 黒川 信幸 H30.5.31 鎌倉風致保存会会員幹事 H30.5.31 

〃 鈴木 庸一郎 H30.5.31 鎌倉市教育委員会文化財部文化財課担当課長 H30.5.31 

〃 永井 淳一 H27.5.30 鎌倉市都市景観部みどり課長 H27.5.30 

 

（３）理事会・評議員会に関する事項 

① 理事会 

開催 

年月日 
議 決 事 項 

開催当日における理

事の現在数及び議決

権を行使した理事の

数並びに議事の結果 

H30.5.11 

1.事業積立金の積立及び取崩しについて 

2.平成 29 年度事業報告及び収支決算について 

3.評議員会の開催について 

理事の現在数 7 名 

議決権行使理事数 5 名 

全議決案件承認 

H31.3.12 

1.事業積立金の積立及び取崩しについて 

2.平成 31 年度事業計画及び収支予算について 

3.評議員会の開催について 

理事の現在数 7 名 

議決権行使理事数 6 名 

全議決案件承認 

 

② 評議員会 

開催 

年月日 
議 決 事 項 

開催当日における評議

員の現在数及び議決権

を行使した評議員の数

並びに議事の結果 

H30.5.31 

1.平成 29 年度事業報告及び収支決算について 

2.理事及び評議員の選任について 

3.役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に

関する規程の改正について 

評議員の現在数 8 名 

議決権行使評議員数 5 名 

全議決案件承認 

H31.3.27 
1.平成 31 年度事業計画及び収支予算について 

2.理事の選任について 

評議員の現在数 8 名 

議決権行使評議員数 7 名 

議決案件承認 

 


